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一般財団法人 大蔵財務協会

編集部 �０３（３８２９）４１４４

販売部 　０３（３８２９）４１４３

☆６２３２４５０

主 な 記 事

法人税関係法令の改正の概要 ２面

基礎控除の引上げでＱ＆Ａ公表 ３面

調査査察部長会議を開催 ３面

税理士事務所のデジタル化でＦＡＱ ４面

　全国納税貯蓄組合連合会と国

税庁はこのほど、令和８年度の

中学生の「税についての作文」

（後援＝一般財団法人大蔵財務

協会など）の募集を開始した。

募集要項によると、テーマは「税

に関すること」で、内容が税に

関するものであれば何でもよ

い。作品は本人が創作したもの

で、未発表のものに限る。

　応募資格は中学生、義務教育

学校生（後期課程）、中等教育

学校生（前期課程）となる。文

字数は題名も含めて１２００字以

内。作文のはじめに中学校名（例

えば、○県○市立○中学校）、

学年、氏名（ふりがな）、題名

を明記する。日本語で書かれた

もの限定で、パソコンで作成し

て印刷した作品の提出も可能。

ただ、盗作や不適切な引用等が

あった場合は、審査対象外にな

ることがあるほか、生成ＡＩに

よって作成された文章の応募は

ご遠慮くださいとしている。

　通っている中学校を通じて、

その地区の納税貯蓄組合連合会

に提出する。直接、その地区の

納税貯蓄組合連合会へ提出する

こともできる。応募締切は９月

３日。

　優秀な作品には、内閣総理大

臣賞をはじめ、総務大臣賞、財

務大臣賞、文部科学大臣賞など

が贈られる。入選発表は�月初

旬を予定している。

　

社

会

保

障

国

民

会

議

の

給

付

付

き

税

額

控

除

等

に

関

す

る

実

務

者

会

議

（

議

長

＝

小

野

寺

五

典

自

民

党

税

制

調

査

会

長

）

は

３

日

、

�

回

目

の

会

合

を

開

催

し

た

。

こ

の

中

で

、

給

付

付

き

税

額

控

除

の

導

入

ま

で

の

間

の

つ

な

ぎ

と

し

て

検

討

す

る

「

食

料

品

消

費

税

率

ゼ

ロ

」

に

関

連

し

て

、

経

済

産

業

省

か

ら

事

業

者

等

か

ら

の

ヒ

ア

リ

ン

グ

に

基

づ

き

、

一

部

の

レ

ジ

シ

ス

テ

ム

で

は

「

０

％

対

応

」

に

向

け

た

大

規

模

改

修

等

に

制

度

の

詳

細

公

表

か

ら

最

大

�

カ

月

か

ら

１

年

程

度

が

想

定

さ

れ

る

と

す

る

一

方

、

税

率

１

％

へ

の

引

下

げ

で

あ

れ

ば

必

要

な

シ

ス

テ

ム

改

修

は

最

大

５

～

６

カ

月

程

度

で

済

む

と

の

見

解

が

示

さ

れ

た

。

消

費

税

減

税

を

実

施

す

る

場

合

、

税

率

を

与

党

が

選

挙

公

約

で

掲

げ

た

０

％

と

す

る

か

、

ス

ピ

ー

ド

重

視

で

１

％

と

す

る

か

が

、

焦

点

と

な

っ

て

き

た

。

　

当

日

の

資

料

に

よ

る

と

、

い

く

つ

か

あ

る

レ

ジ

シ

ス

テ

ム

の

う

ち

、

タ

ー

ミ

ナ

ル

Ｐ

О

Ｓ

（

専

用

機

器

に

パ

ッ

ケ

ー

ジ

ソ

フ

ト

や

独

自

ソ

フ

ト

ウ

ェ

ア

を

イ

ン

ス

ト

ー

ル

し

て

利

用

）

と

そ

の

基

幹

系

シ

ス

テ

ム

で

は

、

消

費

税

率

０

％

と

す

る

と

、

主

に

二

つ

の

課

題

が

生

じ

る

と

い

う

。

　

一

つ

目

は

、

「

０

」

は

割

戻

し

計

算

が

で

き

な

い

な

ど

、

Ｉ

Ｔ

シ

ス

テ

ム

上

は

特

殊

な

数

値

で

あ

る

た

め

、

現

在

は

「

０

」

の

入

力

が

で

き

な

い

シ

ス

テ

ム

も

存

在

す

る

こ

と

。

二

つ

目

は

消

費

税

が

「

０

円

」

の

も

の

は

非

課

税

扱

い

さ

れ

、

０

％

対

象

の

価

格

を

記

載

し

た

イ

ン

ボ

イ

ス

が

発

行

で

き

な

い

シ

ス

テ

ム

も

存

在

す

る

こ

と

が

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

消

費

税

率

０

％

と

な

る

飲

食

料

品

の

売

上

げ

が

非

課

税

取

引

と

し

て

誤

っ

て

処

理

さ

れ

る

と

、

ス

ー

パ

ー

等

の

小

売

事

業

者

は

飲

食

料

品

の

売

上

げ

に

対

応

す

る

仕

入

税

額

控

除

が

で

き

な

く

な

る

と

い

う

。

　

こ

う

し

た

結

果

、

０

％

対

応

を

す

る

場

合

、

「

０

」

を

入

力

す

る

項

目

の

網

羅

的

な

洗

出

し

等

に

制

度

の

詳

細

公

表

か

ら

３

カ

月

程

度

、

そ

の

後

、

「

０

」

の

入

力

を

可

能

と

す

る

シ

ス

テ

ム

改

修

や

非

課

税

と

０

％

課

税

を

区

分

可

能

と

す

る

シ

ス

テ

ム

改

修

な

ど

に

３

～

４

カ

月

程

度

、

実

装

に

向

け

た

テ

ス

ト

に

３

～

４

カ

月

程

度

、

店

舗

導

入

に

１

カ

月

程

度

を

要

し

、

ト

ー

タ

ル

で

最

大

�

カ

月

か

ら

１

年

程

度

が

か

か

る

と

さ

れ

た

。

　

他

方

、

１

％

へ

の

引

下

げ

で

あ

れ

ば

、

０

％

の

特

殊

性

に

関

す

る

影

響

調

査

、

シ

ス

テ

ム

改

修

、

テ

ス

ト

が

不

要

と

な

る

た

め

、

影

響

調

査

に

１

・

５

カ

月

程

度

、

シ

ス

テ

ム

改

修

に

１

・

５

カ

月

程

度

、

テ

ス

ト

に

２

カ

月

程

度

、

店

舗

導

入

に

１

カ

月

程

度

で

そ

れ

ぞ

れ

済

み

、

ト

ー

タ

ル

で

は

最

大

５

～

６

カ

月

程

度

に

な

る

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

返

品

対

応

に

お

け

る

シ

ス

テ

ム

対

応

の

イ

メ

ー

ジ

も

経

産

省

か

ら

示

さ

れ

た

。

仮

に

８

％

の

税

率

区

分

を

１

％

に

変

更

す

る

シ

ス

テ

ム

改

修

を

行

う

場

合

、

税

率

変

更

前

に

８

％

で

購

入

し

た

商

品

を

税

率

変

更

後

に

返

品

す

る

と

１

％

で

処

理

さ

れ

て

し

ま

う

た

め

、

経

理

処

理

の

段

階

等

で

税

率

を

手

入

力

で

修

正

（

１

％

か

ら

８

％

に

）

す

る

必

要

が

あ

る

。

こ

の

手

入

力

で

の

修

正

に

つ

い

て

は

、

事

業

者

等

へ

の

ヒ

ア

リ

ン

グ

で

は

、

一

定

の

負

担

で

は

あ

る

が

、

過

去

の

税

率

変

更

時

に

も

同

様

の

対

応

を

と

っ

て

お

り

、

対

応

は

可

能

と

の

声

が

大

半

だ

っ

た

。

食

品

の

返

品

は

１

日

に

何

十

件

も

生

じ

る

も

の

で

は

な

い

と

の

声

も

紹

介

さ

れ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

９

月

下

旬

以

降

に

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

マ

イ

ペ

ー

ジ

の

「

贈

与

税

関

係

情

報

」

に

新

機

能

と

し

て

「

相

続

時

精

算

課

税

適

用

状

況

」

「

更

正

・

決

定

の

通

知

情

報

」

「

書

面

申

告

提

出

状

況

」

を

追

加

す

る

。

申

告

書

等

の

情

報

を

確

認

す

る

際

に

は

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

等

の

電

子

証

明

書

が

必

要

だ

。

　

具

体

的

に

は

、

「

相

続

時

精

算

課

税

適

用

状

況

」

で

は

、

相

続

時

精

算

課

税

制

度

を

適

用

し

て

い

る

場

合

に

、

特

定

贈

与

者

氏

名

及

び

適

用

開

始

年

分

を

表

示

。

特

定

贈

与

者

を

選

択

す

る

と

、

こ

れ

ま

で

に

申

告

し

た

内

容

（

申

告

年

分

・

財

産

の

価

額

の

合

計

額

・

相

続

時

精

算

課

税

分

の

贈

与

税

額

等

）

を

申

告

年

分

ご

と

に

確

認

で

き

る

。

　

ま

た

、

「

更

正

・

決

定

の

通

知

情

報

」

で

は

、

贈

与

税

の

更

正

通

知

書

・

決

定

通

知

書

に

係

る

情

報

が

表

示

さ

れ

、

「

書

面

申

告

提

出

状

況

」

で

は

、

こ

れ

ま

で

に

書

面

で

提

出

し

た

贈

与

税

の

申

告

書

の

提

出

記

録

が

表

示

さ

れ

る

。

贈

与

税

の

申

告

書

の

提

出

記

録

は

、

９

月

の

リ

リ

ー

ス

時

点

で

、

平

成

�

年

分

か

ら

令

和

７

年

分

ま

で

の

提

出

記

録

が

確

認

で

き

る

予

定

と

な

っ

て

い

る

。

　

な

お

、

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

上

で

、

納

税

者

と

「

委

任

関

係

の

登

録

」

を

行

っ

た

税

理

士

に

つ

い

て

も

、

納

税

者

の

マ

イ

ペ

ー

ジ

の

「

贈

与

税

関

係

情

報

」

を

参

照

す

る

こ

と

が

可

能

だ

。

令

和

　

年

　

月

　

日
８ ６ ８
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自

転

車

は

原

則

、

車

道

の

左

側

を

走

る

こ

と

に

な

っ

て

い

る

た

め

、

私

も

歩

道

で

は

な

く

車

道

を

利

用

し

て

い

る

。

し

か

し

実

際

に

車

道

を

走

っ

て

み

る

と

、

必

ず

し

も

自

転

車

向

き

で

は

な

い

と

気

づ

か

さ

れ

る

★

歩

道

は

広

い

の

に

車

道

左

側

が

妙

に

狭

い

道

路

も

あ

る

。

ま

た

、

路

面

に

わ

だ

ち

や

盛

り

上

が

り

が

で

き

た

箇

所

、

ひ

び

割

れ

な

ど

が

目

立

つ

と

こ

ろ

も

あ

る

。

ハ

ン

ド

ル

を

取

ら

れ

そ

う

に

な

る

時

も

あ

り

、

安

全

に

走

れ

る

と

は

言

い

が

た

い

。

夏

場

に

ア

ス

フ

ァ

ル

ト

が

軟

ら

か

く

な

り

、

ト

ラ

ッ

ク

や

バ

ス

な

ど

の

重

い

車

両

が

通

る

こ

と

で

路

面

が

傷

み

や

す

く

な

る

こ

と

が

一

因

だ

★

本

来

、

こ

の

よ

う

な

負

荷

に

対

応

す

る

た

め

に

設

け

ら

れ

た

自

動

車

重

量

税

だ

が

、

現

在

で

は

一

般

財

源

化

さ

れ

、

道

路

整

備

に

ど

れ

ほ

ど

充

て

ら

れ

て

い

る

か

見

え

に

く

い

。

道

路

交

通

法

の

改

正

を

機

に

、

車

や

歩

行

者

、

自

転

車

が

共

存

で

き

る

環

境

が

求

め

ら

れ

る

。

（

Ｏ

）

４月の税収

（単位：百万円）

税目

４月分

（前年比）

４月末累計

（前年比）

所

得

税

源泉分

１，２８５，０４０

（１０３．９％）

２０，５２２，８９６

（１２２．８％）

申告分

２，３９５，３７５

（１０３．５％）

４，５８８，０２５

（１０４．５％）

計

３，６８０，４１５

（１０３．６％）

２５，１１０，９２１

（１１９．０％）

法人税

８２７，５０３

（１１７．４％）

１２，５６１，１２１

（１１８．７％）

相続税

２４４，１６７

（８９．６％）

３，５９８，０４９

（１０８．６％）

消費税

２，６４４，８８５

（１０４．８％）

２１，３６７，７７６

（１０３．５％）

酒税

１７８，２４８

（２１２．５％）

１，０２０，４６７

（９４．３％）

その他

３４３，３６４

（９３．８％）

６，０８８，２８０

（９９．２％）

一般会計

分　　計

７，９１８，５８２

（１０５．５％）

６９，７４６，６１４

（１１０．９％）

　

国

税

庁

は

５

月

�

日

、

令

和

８

年

度

法

人

税

関

係

法

令

の

改

正

の

概

要

を

公

表

し

た

。

特

定

生

産

性

向

上

設

備

等

投

資

促

進

税

制

の

創

設

や

研

究

開

発

税

制

の

見

直

し

、

賃

上

げ

促

進

税

制

の

見

直

し

な

ど

主

要

な

改

正

項

目

の

み

を

説

明

し

て

い

る

。

今

週

号

で

は

、

企

業

グ

ル

ー

プ

内

の

法

人

間

で

行

わ

れ

る

取

引

の

内

容

を

正

確

に

把

握

す

る

た

め

、

内

国

法

人

が

「

関

連

者

間

取

引

」

を

行

っ

た

場

合

に

お

い

て

、

契

約

書

等

に

対

価

の

額

の

算

定

に

必

要

な

事

項

な

ど

一

定

の

記

載

事

項

が

な

い

と

き

は

、

「

特

定

事

項

記

載

書

類

」

の

取

得

等

・

保

存

が

必

要

と

な

る

、

「

関

連

者

間

取

引

に

係

る

書

類

の

整

理

保

存

の

特

例

」

の

概

要

を

確

認

す

る

。

（

５

月

�

日

）

兼

国

税

庁

長

官

官

房

企

画

課

（

国

税

庁

長

官

官

房

人

事

課

課

長

補

佐

）

塩

田

　

真

弓

　

同

特

例

は

、

青

色

申

告

の

承

認

を

受

け

て

い

る

内

国

法

人

は

、

そ

の

関

連

者

と

の

間

で

関

連

者

間

取

引

を

行

っ

た

場

合

に

お

い

て

、

そ

の

取

引

に

関

し

て

受

領

し

、

ま

た

は

作

成

し

た

注

文

書

、

契

約

書

、

送

り

状

、

領

収

書

、

見

積

書

そ

の

他

こ

れ

ら

に

準

ず

る

書

類

で

、

法

人

税

に

関

す

る

法

令

の

規

定

に

よ

り

保

存

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

も

の

（

取

引

関

連

書

類

等

）

に

、

そ

の

取

引

に

関

す

る

資

産

ま

た

は

役

務

の

提

供

の

明

細

、

そ

の

取

引

に

お

い

て

そ

の

青

色

申

告

法

人

が

負

担

す

る

こ

と

と

な

る

費

用

の

額

の

計

算

の

方

法

等

、

そ

の

取

引

に

係

る

対

価

の

額

を

算

定

す

る

た

め

に

必

要

な

事

項

の

記

載

ま

た

は

記

録

が

な

い

と

き

は

、

そ

の

記

載

ま

た

は

記

録

が

な

い

事

項

（

特

定

事

項

）

を

明

ら

か

に

す

る

書

類

（

特

定

事

項

記

載

書

類

）

を

そ

の

取

引

を

行

っ

た

事

業

年

度

の

申

告

書

の

提

出

期

限

ま

で

に

取

得

し

、

ま

た

は

作

成

し

、

そ

の

特

定

事

項

記

載

書

類

を

整

理

し

、

起

算

日

か

ら

７

年

間

、

こ

れ

を

納

税

地

等

に

保

存

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

も

の

。

内

国

法

人

で

あ

る

普

通

法

人

等

も

同

様

と

な

る

。

　

関

連

者

と

は

、

法

人

で

、

そ

の

青

色

申

告

法

人

と

の

間

に

い

ず

れ

か

一

方

の

法

人

が

他

方

の

法

人

の

発

行

済

株

式

等

（

自

己

株

式

等

を

除

く

）

の

総

数

等

の

�

％

以

上

の

株

式

等

を

直

接

ま

た

は

間

接

に

保

有

す

る

関

係

そ

の

他

の

一

定

の

特

殊

の

関

係

の

あ

る

も

の

と

な

っ

て

い

る

。

特

殊

の

関

係

に

つ

い

て

は

、

移

転

価

格

税

制

に

お

け

る

関

連

者

の

考

え

方

と

同

様

と

し

て

い

る

。

　

関

連

者

間

取

引

と

は

、

次

の

①

ま

た

は

②

の

取

引

の

う

ち

、

販

売

費

、

一

般

管

理

費

そ

の

他

の

費

用

の

額

の

基

因

と

な

る

も

の

と

し

て

い

る

。

　

①

関

連

者

が

そ

の

青

色

申

告

法

人

に

対

し

て

行

う

工

業

所

有

権

等

の

譲

渡

ま

た

は

貸

付

け

（

工

業

所

有

権

等

に

係

る

権

利

の

設

定

そ

の

他

工

業

所

有

権

等

を

使

用

さ

せ

る

行

為

を

含

む

）

　

　

②

関

連

者

が

そ

の

青

色

申

告

法

人

に

対

し

て

行

う

役

務

の

提

供

の

う

ち

一

定

の

も

の

　

起

算

日

と

は

、

作

成

ま

た

は

受

領

の

日

の

属

す

る

事

業

年

度

終

了

の

日

の

翌

日

か

ら

一

定

の

月

数

を

経

過

し

た

日

を

い

う

が

、

そ

の

日

は

、

基

本

的

に

そ

の

青

色

申

告

法

人

の

確

定

申

告

書

の

提

出

期

限

と

な

る

と

し

て

い

る

。

　

特

定

事

項

記

載

書

類

の

保

存

が

法

令

の

定

め

に

従

っ

て

行

わ

れ

て

い

な

い

こ

と

は

、

青

色

申

告

の

承

認

の

取

消

事

由

に

該

当

す

る

と

し

て

い

る

。

　

特

定

事

項

記

録

書

類

に

記

載

す

べ

き

特

定

事

項

を

電

子

取

引

に

よ

り

取

得

し

た

場

合

は

、

そ

の

特

定

事

項

を

電

帳

法

の

規

定

に

基

づ

い

て

電

磁

的

記

録

と

し

て

保

存

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

し

て

い

る

。

　

８

年

４

月

１

日

以

後

に

開

始

す

る

事

業

年

度

に

行

う

関

連

者

間

取

引

に

つ

い

て

適

用

さ

れ

る

。

　

産

業

競

争

力

強

化

法

等

の

改

正

法

が

５

月

�

日

、

参

院

本

会

議

で

可

決

・

成

立

し

た

。

近

く

公

布

さ

れ

、

原

則

と

し

て

公

布

日

か

ら

３

月

以

内

の

政

令

で

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

　

同

法

の

改

正

は

、

令

和

８

年

度

税

制

改

正

で

創

設

さ

れ

た

大

胆

な

設

備

投

資

の

促

進

に

向

け

た

税

制

措

置

（

特

定

生

産

性

向

上

設

備

等

投

資

促

進

税

制

）

の

実

施

の

前

提

と

な

っ

て

い

る

。

　

大

胆

な

設

備

投

資

の

促

進

に

向

け

た

税

制

措

置

は

産

業

競

争

力

強

化

法

の

改

正

法

の

施

行

日

か

ら

�

年

３

月

�

日

ま

で

の

間

に

設

備

投

資

計

画

に

つ

き

産

業

競

争

力

強

化

法

の

確

認

を

受

け

た

者

が

、

そ

の

確

認

を

受

け

た

日

か

ら

５

年

を

経

過

す

る

日

ま

で

の

間

に

取

得

等

を

し

、

事

業

の

用

に

供

し

た

設

備

等

を

対

象

と

し

て

い

る

。

　

財

務

省

は

１

日

、

４

月

の

税

収

実

績

を

ま

と

め

た

（

表

参

照

）

。

　

同

月

分

税

収

は

、

法

人

税

と

消

費

税

の

増

加

等

の

要

因

に

よ

り

前

年

同

月

比

５

・

５

％

増

の

７

兆

９

１

８

５

億

円

と

前

年

を

上

回

り

、

同

月

末

累

計

は

、

同

�

・

９

％

増

の

�

兆

７

４

６

６

億

円

と

増

加

し

た

。

補

正

後

予

算

額

�

兆

６

９

８

０

億

円

に

対

す

る

進

捗

割

合

は

、

�

・

４

％

と

な

っ

て

い

る

。

　

税

目

別

に

み

る

と

、

３

月

支

給

分

の

給

与

が

中

心

の

源

泉

分

は

、

基

礎

控

除

の

見

直

し

に

よ

る

影

響

で

給

与

税

収

が

減

少

し

た

一

方

、

利

子

税

収

の

増

加

に

よ

り

同

３

・

９

％

増

の

１

兆

２

８

５

０

億

円

と

増

加

。

令

和

７

年

確

定

申

告

に

基

づ

く

振

替

納

付

が

中

心

の

申

告

分

も

、

前

年

分

の

定

額

減

税

に

よ

り

納

税

額

が

生

じ

な

い

人

が

一

定

数

い

た

こ

と

に

よ

る

影

響

が

は

く

落

し

、

同

３

・

５

％

増

の

２

兆

３

９

５

３

億

円

と

増

加

、

源

泉

分

と

申

告

分

を

合

わ

せ

た

所

得

税

全

体

は

、

同

３

・

６

％

増

の

３

兆

６

８

０

４

億

円

と

増

加

し

た

。

　

法

人

税

は

、

２

月

期

決

算

法

人

の

確

定

申

告

分

と

８

月

期

決

算

法

人

の

中

間

申

告

分

が

中

心

で

、

好

調

な

企

業

業

績

を

反

映

し

、

同

�

・

４

％

増

の

８

２

７

５

億

円

と

増

加

し

た

。

　

消

費

税

は

、

国

内

分

と

税

関

分

の

増

加

に

よ

り

同

４

・

８

％

増

の

２

兆

６

４

４

８

億

円

で

、

相

続

税

は

、

個

別

要

因

に

よ

り

同

�

・

４

％

減

の

２

４

４

１

億

円

と

減

少

し

た

。

　

こ

の

ほ

か

、

揮

発

油

税

は

、

４

月

分

税

収

が

１

月

移

出

分

に

係

る

収

納

月

で

あ

る

こ

と

か

ら

、

昨

年

�

月

�

日

の

暫

定

税

率

廃

止

が

影

響

し

、

同

�

・

４

％

減

の

７

８

０

億

円

と

大

き

く

前

年

を

下

回

っ

た

。

（２）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　

国

税

庁

は

５

月

�

日

、

令

和

８

年

度

税

制

改

正

（

所

得

税

の

基

礎

控

除

の

引

上

げ

等

関

係

）

Ｑ

＆

Ａ

を

公

表

し

た

。

８

年

度

改

正

で

は

、

２

年

連

続

と

な

る

所

得

税

の

基

礎

控

除

や

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

の

引

上

げ

な

ど

の

改

正

が

行

わ

れ

た

。

こ

れ

ら

改

正

の

う

ち

、

８

年

�

月

に

行

う

年

末

調

整

な

ど

８

年

�

月

以

後

の

源

泉

徴

収

事

務

に

関

す

る

事

項

を

中

心

に

Ｑ

＆

Ａ

と

し

て

取

り

ま

と

め

た

も

の

。

基

礎

控

除

の

引

上

げ

な

ど

は

８

年

�

月

１

日

に

施

行

さ

れ

る

の

で

、

８

年

�

月

ま

で

の

源

泉

徴

収

事

務

に

変

更

は

生

じ

な

い

点

な

ど

が

説

明

さ

れ

て

い

る

。

給与の収入金額

その給与に係

る給与所得の

金額

�万１０００円以上

�万１０００円未満

なし

�万１０００円以上

２１９万１０００円未満

その収入金額

－�万円

２１９万１０００円以上

２１９万３０００円未満

１４５万１０００円

２１９万３０００円以上

２１９万６０００円未満

１４５万３０００円

２１９万６０００円以上

２２０万円未満

１４５万６０００円

　

国

税

庁

は

こ

の

ほ

ど

、

「

防

衛

特

別

所

得

税

及

び

復

興

特

別

所

得

税

の

源

泉

徴

収

の

あ

ら

ま

し

（

令

和

９

年

１

月

以

後

の

源

泉

徴

収

）

」

と

「

防

衛

特

別

所

得

税

及

び

復

興

特

別

所

得

税

（

源

泉

徴

収

関

係

）

Ｑ

＆

Ａ

」

を

公

表

し

た

。

　

令

和

８

年

度

税

制

改

正

に

よ

り

、

防

衛

特

別

所

得

税

が

創

設

さ

れ

、

所

得

税

の

源

泉

徴

収

義

務

者

は

、

所

得

税

を

徴

収

す

る

際

に

、

防

衛

特

別

所

得

税

（

源

泉

徴

収

す

べ

き

所

得

税

の

額

の

１

％

相

当

額

）

を

併

せ

て

徴

収

し

、

そ

の

所

得

税

の

法

定

納

期

限

ま

で

に

、

そ

の

防

衛

特

別

所

得

税

を

そ

の

所

得

税

と

併

せ

て

国

に

納

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

こ

と

と

さ

れ

た

。

　

　

ま

た

、

復

興

特

別

所

得

税

に

つ

い

て

、

そ

の

税

率

が

１

・

１

％

（

改

正

前

：

２

・

１

％

）

に

引

き

下

げ

ら

れ

、

課

税

期

間

が

�

年

�

月

�

日

ま

で

（

改

正

前

：

�

年

�

月

�

日

ま

で

）

�

年

間

延

長

さ

れ

た

。

　

　

こ

れ

ら

の

改

正

は

、

９

年

１

月

１

日

以

後

に

生

ず

る

所

得

に

対

す

る

所

得

税

に

つ

い

て

適

用

さ

れ

る

。

　

な

お

、

改

正

前

（

復

興

特

別

所

得

税

の

税

率

２

・

１

％

）

と

改

正

後

（

防

衛

特

別

所

得

税

の

税

率

１

％

及

び

復

興

特

別

所

得

税

の

税

率

１

・

１

％

）

と

で

、

合

計

税

率

（

２

・

１

％

）

に

変

更

は

な

い

た

め

、

改

正

前

後

で

、

源

泉

徴

収

税

額

の

計

算

方

法

に

変

更

は

生

じ

な

い

と

し

て

い

る

。

　

９

年

分

の

源

泉

徴

収

税

額

表

に

つ

い

て

は

、

８

年

８

月

末

頃

に

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

予

定

と

な

っ

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

５

月

�

、

�

日

の

両

日

、

東

京

・

千

代

田

区

霞

が

関

の

同

庁

会

議

室

で

全

国

国

税

局

調

査

査

察

部

長

会

議

を

行

っ

た

。

　

調

査

課

関

係

で

は

、

「

調

査

課

の

使

命

・

役

割

を

踏

ま

え

た

事

務

運

営

の

推

進

」

「

調

査

部

に

お

け

る

デ

ー

タ

活

用

の

実

装

」

「

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

・

Ｇ

Ｓ

Ｓ

へ

の

移

行

に

よ

る

税

務

行

政

を

取

り

巻

く

環

境

変

化

へ

の

対

応

と

体

制

整

備

」

「

国

際

課

税

に

お

け

る

課

題

へ

の

対

応

」

な

ど

、

査

察

課

関

係

で

は

、

「

査

察

事

務

に

お

け

る

デ

ジ

タ

ル

化

の

取

組

推

進

」

な

ど

を

議

論

し

た

。

　

ま

ず

、

調

査

課

関

係

の

「

調

査

課

の

使

命

・

役

割

を

踏

ま

え

た

事

務

運

営

の

推

進

」

で

は

、

「

リ

ス

ク

・

ベ

ー

ス

・

ア

プ

ロ

ー

チ

（

Ｒ

Ｂ

Ａ

）

」

の

基

本

方

針

の

下

、

調

査

課

の

使

命

・

役

割

を

踏

ま

え

た

事

務

運

営

を

一

層

推

進

し

て

い

く

た

め

、

①

租

税

回

避

行

為

、

②

海

外

へ

の

所

得

移

転

、

③

不

正

計

算

、

④

消

費

税

の

４

つ

の

重

点

分

野

へ

の

取

組

み

や

、

税

務

に

関

す

る

コ

ー

ポ

レ

ー

ト

ガ

バ

ナ

ン

ス

の

充

実

に

向

け

た

取

組

み

に

関

す

る

令

和

７

事

務

年

度

の

取

組

状

況

、

８

事

務

年

度

の

取

組

方

針

等

に

つ

い

て

、

各

局

と

意

見

を

交

換

。

　

ま

た

、

前

回

の

会

議

で

も

議

題

に

挙

が

っ

た

成

長

分

野

に

関

与

し

て

い

る

大

法

人

に

つ

い

て

、

課

税

リ

ス

ク

を

見

据

え

積

極

的

に

情

報

収

集

を

行

い

、

そ

の

情

報

を

組

織

全

体

に

還

元

す

る

こ

と

で

組

織

内

の

波

及

効

果

を

狙

う

〝

戦

略

的

な

情

報

企

画

〟

に

つ

い

て

、

そ

の

資

料

情

報

の

充

実

に

向

け

た

各

局

の

取

組

み

の

フ

ィ

ー

ド

バ

ッ

ク

を

行

う

と

と

も

に

、

８

事

務

年

度

の

取

組

方

針

等

に

つ

い

て

、

同

庁

か

ら

説

明

が

あ

っ

た

。

「

調

査

部

に

お

け

る

デ

ー

タ

活

用

の

実

装

」

で

は

、

Ｒ

Ｂ

Ａ

に

基

づ

く

事

務

運

営

に

お

い

て

デ

ー

タ

分

析

を

行

っ

て

い

く

中

で

、

８

事

務

年

度

に

導

入

さ

れ

る

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

、

Ｇ

Ｓ

Ｓ

の

ほ

か

、

現

在

運

用

し

て

い

る

「

法

人

情

報

管

理

統

合

シ

ス

テ

ム

」

や

生

成

Ａ

Ｉ

の

利

活

用

な

ど

、

調

査

部

に

お

け

る

デ

ー

タ

活

用

の

実

装

に

向

け

た

各

種

取

組

状

況

等

に

つ

い

て

、

同

庁

か

ら

説

明

が

あ

っ

た

。

「

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

・

Ｇ

Ｓ

Ｓ

へ

の

移

行

に

よ

る

税

務

行

政

を

取

り

巻

く

環

境

変

化

へ

の

対

応

と

体

制

整

備

」

で

は

、

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

・

Ｇ

Ｓ

Ｓ

環

境

へ

の

移

行

が

行

わ

れ

る

こ

と

を

踏

ま

え

、

オ

ン

ラ

イ

ン

ツ

ー

ル

等

を

活

用

し

た

各

種

取

組

み

や

今

後

の

取

組

方

針

等

を

、

同

庁

が

説

明

し

た

。

具

体

的

に

は

、

プ

ラ

イ

ム

ド

ラ

イ

ブ

（

オ

ン

ラ

イ

ン

ス

ト

レ

ー

ジ

サ

ー

ビ

ス

）

を

活

用

し

、

調

査

対

象

者

と

の

帳

簿

な

ど

各

種

資

料

デ

ー

タ

の

受

け

渡

し

や

、

調

査

の

臨

場

前

に

調

査

対

象

者

等

と

Ｗ

ｅ

ｂ

会

議

ツ

ー

ル

を

活

用

し

た

ミ

ー

テ

ィ

ン

グ

を

行

っ

て

い

く

方

針

だ

。

「

国

際

課

税

に

お

け

る

課

題

へ

の

対

応

」

で

は

、

８

年

９

月

�

日

に

初

回

の

申

告

期

限

を

迎

え

る

「

グ

ロ

ー

バ

ル

・

ミ

ニ

マ

ム

課

税

の

所

得

合

算

ル

ー

ル

」

の

適

切

な

執

行

に

向

け

、

シ

ス

テ

ム

準

備

状

況

、

職

員

研

修

な

ど

の

体

制

の

検

討

状

況

や

取

組

方

針

等

に

つ

い

て

、

各

局

と

意

見

交

換

を

行

っ

た

。

　

他

方

、

査

察

課

関

係

は

「

査

察

事

務

に

お

け

る

デ

ジ

タ

ル

化

の

取

組

推

進

」

に

つ

い

て

、

Ｇ

Ｓ

Ｓ

や

Ｋ

Ｓ

Ｋ

２

導

入

の

ほ

か

、

そ

れ

に

続

く

国

税

犯

則

調

査

手

続

の

デ

ジ

タ

ル

化

を

見

据

え

、

デ

ジ

タ

ル

を

活

用

し

た

査

察

事

務

の

効

率

化

・

高

度

化

を

図

る

た

め

の

取

組

み

に

つ

い

て

、

同

庁

が

説

明

し

た

。

国

税

犯

則

調

査

手

続

は

、

今

年

３

月

末

に

国

税

通

則

法

が

改

正

さ

れ

、

９

年

�

月

１

日

か

ら

デ

ジ

タ

ル

化

さ

れ

る

。

　

７

年

度

税

制

改

正

で

も

、

基

礎

控

除

の

引

上

げ

等

の

改

正

が

行

わ

れ

、

７

年

�

月

１

日

に

施

行

さ

れ

た

こ

と

に

伴

い

、

今

回

公

表

さ

れ

た

も

の

と

同

じ

よ

う

な

Ｑ

＆

Ａ

が

昨

年

５

月

に

公

表

さ

れ

て

い

た

。

今

回

公

表

さ

れ

た

Ｑ

＆

Ａ

の

中

に

は

昨

年

５

月

公

表

の

も

の

と

、

時

期

は

１

年

ず

れ

る

も

の

の

同

趣

旨

の

質

疑

が

多

く

盛

り

込

ま

れ

て

い

る

。

　

基

本

的

な

仕

組

み

を

改

め

て

紹

介

し

て

お

く

と

、

給

与

の

源

泉

徴

収

事

務

は

８

年

�

月

ま

で

変

更

は

生

じ

な

い

。

８

年

�

月

に

行

う

年

末

調

整

の

際

に

、

引

上

げ

後

の

基

礎

控

除

額

お

よ

び

国

税

庁

が

作

成

す

る

「

年

末

調

整

等

の

た

め

の

給

与

所

得

控

除

後

の

給

与

等

の

金

額

の

表

」

に

基

づ

い

て

１

年

間

の

税

額

を

計

算

し

、

改

正

前

の

「

源

泉

徴

収

税

額

表

」

に

よ

っ

て

計

算

し

た

源

泉

徴

収

税

額

と

の

精

算

を

行

う

。

　

他

方

、

９

年

１

月

１

日

以

後

に

支

払

う

べ

き

給

与

に

つ

い

て

は

、

改

正

後

の

「

源

泉

徴

収

税

額

表

」

を

使

用

し

て

源

泉

徴

収

税

額

を

計

算

す

る

。

　

な

お

、

８

年

�

月

に

行

う

年

末

調

整

で

の

税

額

計

算

で

注

意

す

る

点

に

つ

い

て

、

Ｑ

３

―

１

で

は

、

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

の

引

上

げ

に

伴

い

、

所

得

税

法

で

定

め

る

８

年

分

以

後

の

「

年

末

調

整

等

の

た

め

の

給

与

所

得

控

除

後

の

給

与

等

の

金

額

の

表

」

が

改

正

さ

れ

て

い

る

が

、

８

、

９

年

分

の

給

与

の

収

入

金

額

が

�

万

１

０

０

０

円

以

上

２

２

０

万

円

未

満

で

あ

る

場

合

に

は

、

そ

の

給

与

に

係

る

給

与

所

得

の

金

額

は

、

そ

れ

に

よ

ら

ず

、

左

の

表

の

金

額

と

す

る

こ

と

と

さ

れ

た

と

し

て

い

る

。

　

所

得

税

法

で

定

め

る

表

に

は

、

所

得

税

法

の

改

正

で

実

施

す

る

給

与

所

得

控

除

の

最

低

保

障

額

の

引

上

げ

（

改

正

前

�

万

円

か

ら

改

正

後

�

万

円

に

４

万

円

引

上

げ

）

は

反

映

さ

れ

て

い

る

も

の

の

、

租

税

特

別

措

置

法

の

改

正

で

８

、

９

年

に

限

り

給

与

収

入

２

２

０

万

円

以

下

の

者

を

対

象

に

給

与

所

得

控

除

を

�

万

円

と

す

る

給

与

所

得

控

除

の

最

低

控

除

額

等

の

特

例

は

反

映

さ

れ

て

い

な

い

。

　

な

お

、

国

税

庁

で

作

成

す

る

「

年

末

調

整

等

の

た

め

の

給

与

所

得

控

除

後

の

給

与

等

の

金

額

の

表

」

に

つ

い

て

は

、

左

の

表

の

内

容

を

加

味

し

た

表

と

す

る

こ

と

を

予

定

し

て

お

り

、

国

税

庁

で

作

成

す

る

表

は

８

年

８

月

末

ご

ろ

に

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

掲

載

す

る

「

令

和

８

年

分

年

末

調

整

の

し

か

た

」

に

掲

載

予

定

と

し

て

い

る

。

　

こ

の

た

め

、

８

年

�

月

に

年

末

調

整

の

計

算

を

す

る

際

に

は

、

「

改

正

後

の

国

税

庁

に

お

い

て

作

成

す

る

『

年

末

調

整

等

の

た

め

の

給

与

所

得

控

除

後

の

給

与

等

の

金

額

の

表

』

を

使

用

し

て

く

だ

さ

い

」

と

し

て

い

る

。

（３） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

国

税

庁

は

、

令

和

７

年

分

確

定

申

告

で

、

確

定

申

告

会

場

に

お

け

る

休

日

の

相

談

対

応

（

閉

庁

日

対

応

）

を

終

了

し

た

。

　

７

年

分

確

定

申

告

で

は

、

閉

庁

日

に

確

定

申

告

会

場

に

来

場

し

て

申

告

し

た

人

が

約

５

万

人

と

、

ピ

ー

ク

時

（

平

成

�

年

分

）

の

�

万

人

と

比

べ

て

約

４

分

の

１

と

大

幅

に

減

少

。

確

定

申

告

を

行

う

人

の

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

利

用

割

合

が

�

・

１

％

と

８

割

目

前

に

迫

る

中

で

、

こ

う

し

た

納

税

者

ニ

ー

ズ

の

変

化

を

踏

ま

え

た

上

で

の

終

了

と

な

っ

た

。

　

同

庁

で

は

こ

れ

ま

で

、

納

税

者

が

自

宅

か

ら

便

利

に

申

告

で

き

る

よ

う

、

申

告

書

等

作

成

ツ

ー

ル

の

「

確

定

申

告

書

等

作

成

コ

ー

ナ

ー

」

の

機

能

改

善

や

、

マ

イ

ナ

ポ

ー

タ

ル

連

携

の

自

動

入

力

対

象

の

拡

大

な

ど

、

さ

ま

ざ

ま

な

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

の

利

便

性

向

上

策

を

進

め

て

き

た

。

ま

た

、

同

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

チ

ャ

ッ

ト

ボ

ッ

ト

を

搭

載

す

る

な

ど

、

申

告

に

必

要

な

情

報

へ

の

ア

ク

セ

ス

の

改

善

も

図

っ

て

い

る

。

　

７

年

分

か

ら

は

、

新

た

に

全

局

で

「

確

定

申

告

電

話

相

談

・

受

付

時

間

外

用

ボ

イ

ス

ボ

ッ

ト

」

を

１

月

５

日

か

ら

３

月

�

日

ま

で

試

行

し

、

期

間

中

の

ボ

イ

ス

ボ

ッ

ト

の

着

信

件

数

は

、

約

�

万

件

だ

っ

た

。

同

庁

は

、

８

年

分

確

定

申

告

で

も

、

ボ

イ

ス

ボ

ッ

ト

を

継

続

し

て

い

く

予

定

だ

。

　

な

お

、

ボ

イ

ス

ボ

ッ

ト

は

、

税

務

署

や

確

定

申

告

電

話

相

談

セ

ン

タ

ー

の

受

付

時

間

外

（

平

日

夜

間

お

よ

び

土

・

日

・

祝

日

）

で

も

、

Ａ

Ｉ

を

活

用

し

た

音

声

自

動

応

答

シ

ス

テ

ム

に

よ

る

電

話

相

談

が

で

き

る

と

い

う

も

の

。

　

国

税

相

談

専

用

ダ

イ

ヤ

ル

ま

た

は

所

轄

の

税

務

署

に

電

話

す

る

と

、

確

定

申

告

期

に

よ

く

あ

る

質

問

に

つ

い

て

ボ

イ

ス

ボ

ッ

ト

が

音

声

で

認

識

し

、

回

答

す

る

。

ま

た

、

質

問

の

内

容

に

応

じ

て

、

通

話

後

に

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

の

関

連

ペ

ー

ジ

の

Ｕ

Ｒ

Ｌ

を

Ｓ

Ｍ

Ｓ

で

受

け

取

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

日

本

税

理

士

会

連

合

会

（

太

田

直

樹

会

長

）

と

一

般

社

団

法

人

日

税

連

税

法

デ

ー

タ

ベ

ー

ス

（

Ｔ

Ａ

Ｉ

Ｎ

Ｓ

）

は

こ

の

ほ

ど

、

税

理

士

事

務

所

に

お

け

る

デ

ジ

タ

ル

化

の

推

進

を

支

援

す

る

こ

と

な

ど

を

目

的

と

し

て

、

「

税

理

士

事

務

所

の

デ

ジ

タ

ル

化

に

係

る

Ｆ

Ａ

Ｑ

」

を

取

り

ま

と

め

た

。

会

員

専

用

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

で

公

開

し

て

い

る

。

令

和

５

年

８

月

以

降

、

�

税

理

士

会

の

全

て

に

お

い

て

デ

ジ

タ

ル

相

談

室

が

設

置

さ

れ

、

そ

の

運

用

を

開

始

、

会

員

か

ら

は

デ

ジ

タ

ル

化

に

関

す

る

多

様

な

質

問

が

寄

せ

ら

れ

て

お

り

、

こ

れ

ら

の

う

ち

共

通

性

の

高

い

も

の

や

実

務

上

想

定

さ

れ

る

内

容

を

整

理

な

ど

し

た

も

の

。

　

国

税

庁

は

５

月

�

日

、

「

国

税

通

則

法

基

本

通

達

（

徴

収

部

関

係

）

」

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

（

法

令

解

釈

通

達

）

を

発

遣

し

た

。

令

和

５

年

度

税

制

改

正

に

お

い

て

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

を

利

用

す

る

公

示

送

達

の

方

法

が

導

入

さ

れ

た

こ

と

な

ど

に

伴

い

、

所

要

の

整

備

を

行

う

も

の

。

公

示

送

達

制

度

の

見

直

し

に

よ

り

、

国

税

庁

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

に

は

、

国

税

庁

、

国

税

局

・

所

、

税

務

署

の

公

示

通

達

情

報

が

掲

載

さ

れ

て

い

る

。

　

税

務

署

長

そ

の

他

の

行

政

機

関

の

長

は

、

送

達

す

べ

き

書

類

に

つ

い

て

、

そ

の

送

達

を

受

け

る

べ

き

者

の

住

所

及

び

居

所

が

明

ら

か

で

な

い

場

合

ま

た

は

外

国

に

お

い

て

す

べ

き

送

達

に

つ

き

困

難

な

事

情

が

あ

る

と

認

め

ら

れ

る

場

合

に

は

、

そ

の

送

達

に

代

え

て

公

示

送

達

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

　

　

こ

の

公

示

送

達

は

、

送

達

す

べ

き

書

類

の

名

称

、

そ

の

送

達

を

受

け

る

べ

き

者

の

氏

名

及

び

税

務

署

長

そ

の

他

の

行

政

機

関

の

長

が

そ

の

書

類

を

い

つ

で

も

送

達

を

受

け

る

べ

き

者

に

交

付

す

る

旨

を

、

そ

の

行

政

機

関

の

掲

示

場

に

掲

示

し

て

行

う

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

　

な

お

、

こ

の

公

示

送

達

の

効

力

に

つ

い

て

は

、

掲

示

を

始

め

た

日

か

ら

起

算

し

て

７

日

を

経

過

し

た

と

き

は

、

書

類

の

送

達

が

あ

っ

た

も

の

と

み

な

す

こ

と

と

さ

れ

て

い

る

。

　

５

年

度

税

制

改

正

で

は

、

納

税

者

の

利

便

を

向

上

し

、

公

示

送

達

を

合

理

化

す

る

観

点

か

ら

、

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

を

利

用

す

る

公

示

送

達

の

方

法

が

導

入

さ

れ

た

。

　

具

体

的

に

は

、

公

示

送

達

は

、

①

公

示

事

項

を

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

を

利

用

す

る

一

定

の

方

法

に

よ

り

不

特

定

多

数

の

者

が

閲

覧

す

る

こ

と

が

で

き

る

状

態

に

置

く

措

置

を

と

る

と

と

も

に

、

②

公

示

事

項

が

記

載

さ

れ

た

書

面

を

税

務

署

等

の

掲

示

場

に

掲

示

し

、

ま

た

は

公

示

事

項

を

そ

の

税

務

署

等

に

設

置

し

た

電

子

計

算

機

の

映

像

面

に

表

示

し

た

も

の

の

閲

覧

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

状

態

に

置

く

措

置

を

と

る

こ

と

に

よ

っ

て

す

る

こ

と

と

さ

れ

た

。

　

掲

示

を

始

め

た

日

か

ら

起

算

し

て

７

日

を

経

過

し

た

と

き

に

つ

い

て

は

、

①

と

②

の

い

ず

れ

か

遅

い

方

の

措

置

が

開

始

さ

れ

た

日

か

ら

起

算

す

る

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

公

示

事

項

の

「

送

達

す

べ

き

書

類

の

名

称

」

に

つ

い

て

は

、

送

達

を

受

け

る

べ

き

者

の

プ

ラ

イ

バ

シ

ー

に

配

慮

す

る

観

点

か

ら

、

「

送

達

す

べ

き

書

類

を

特

定

す

る

た

め

に

必

要

な

情

報

」

と

な

っ

て

い

る

。

　

具

体

的

に

は

例

え

ば

、

「

電

子

帳

簿

保

存

法

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

へ

の

対

応

は

ど

の

よ

う

に

実

施

す

べ

き

で

す

か

？

」

の

項

目

の

イ

ン

ボ

イ

ス

に

係

る

関

与

先

へ

の

指

導

と

リ

ス

ク

管

理

に

つ

い

て

、

イ

ン

ボ

イ

ス

制

度

開

始

後

に

増

加

す

る

事

務

作

業

（

登

録

番

号

の

確

認

、

イ

ン

ボ

イ

ス

と

イ

ン

ボ

イ

ス

で

は

な

い

書

類

と

の

分

別

、

経

過

措

置

を

踏

ま

え

た

税

区

分

の

選

択

な

ど

）

を

関

与

先

と

税

理

士

事

務

所

の

ど

ち

ら

が

担

当

す

る

か

を

明

確

に

分

担

す

る

こ

と

が

課

題

と

な

る

こ

と

、

顧

問

料

の

引

上

げ

が

難

し

い

関

与

先

に

対

し

て

は

、

領

収

書

の

記

載

確

認

を

関

与

先

の

作

業

と

す

る

な

ど

事

務

所

の

工

数

を

軽

減

す

る

よ

う

交

渉

す

る

こ

と

を

検

討

す

る

必

要

も

あ

る

な

ど

と

し

て

い

る

。

　

ま

た

、

「

デ

ジ

タ

ル

化

に

対

応

で

き

な

い

関

与

先

や

事

務

所

職

員

へ

の

ア

プ

ロ

ー

チ

や

対

応

策

を

教

え

て

く

だ

さ

い

」

の

関

与

先

へ

の

ア

プ

ロ

ー

チ

と

し

て

、

デ

ジ

タ

ル

化

を

強

制

す

る

こ

と

は

関

係

悪

化

を

招

く

リ

ス

ク

が

あ

る

た

め

、

無

理

を

せ

ず

に

関

与

先

の

レ

ベ

ル

に

合

わ

せ

て

対

応

す

る

と

し

、

例

え

ば

、

「

今

月

は

ク

ラ

ウ

ド

会

計

の

ス

マ

ホ

撮

影

機

能

で

領

収

書

を

撮

っ

て

み

ま

し

ょ

う

」

な

ど

、

小

さ

な

成

功

体

験

を

積

み

重

ね

る

依

頼

を

す

る

こ

と

、

紙

に

よ

る

処

理

を

希

望

す

る

関

与

先

に

対

し

て

は

、

税

理

士

事

務

所

側

の

コ

ス

ト

も

増

加

す

る

旨

を

説

明

の

上

、

そ

の

費

用

負

担

の

在

り

方

に

つ

い

て

も

各

事

務

所

の

実

情

に

応

じ

て

検

討

す

る

こ

と

が

考

え

ら

れ

る

と

し

て

い

る

。

　

そ

の

他

、

ペ

ー

パ

ー

レ

ス

化

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

、

セ

キ

ュ

リ

テ

ィ

対

策

な

ど

も

盛

り

込

む

。

　

な

お

、

同

Ｆ

Ａ

Ｑ

は

、

デ

ジ

タ

ル

相

談

室

に

お

け

る

相

談

事

例

の

う

ち

公

表

が

可

能

な

も

の

お

よ

び

想

定

さ

れ

る

質

問

を

基

礎

と

し

て

、

Ｔ

Ａ

Ｉ

Ｎ

Ｓ

に

委

託

し

、

そ

の

相

談

員

の

協

力

を

得

て

作

成

し

た

も

の

で

、

実

務

に

即

し

た

内

容

と

な

る

よ

う

配

慮

し

て

い

る

が

、

個

別

具

体

的

な

事

案

に

対

す

る

最

終

的

な

判

断

は

、

関

係

法

令

お

よ

び

最

新

の

情

報

に

基

づ

き

、

各

会

員

の

責

任

に

お

い

て

行

わ

れ

る

必

要

が

あ

る

と

し

て

い

る

。

　

国

税

庁

は

５

月

�

日

、

「

国

税

徴

収

法

基

本

通

達

」

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

（

法

令

解

釈

通

達

）

を

発

遣

し

た

。

こ

れ

は

、

事

業

性

融

資

の

推

進

等

に

関

す

る

法

律

の

創

設

及

び

令

和

６

年

度

税

制

改

正

に

よ

る

国

税

徴

収

法

の

改

正

等

に

伴

い

、

所

要

の

整

備

を

図

っ

た

も

の

。

　

有

形

資

産

に

乏

し

い

ス

タ

ー

ト

ア

ッ

プ

や

経

営

者

保

証

に

よ

り

思

い

切

っ

た

事

業

展

開

を

躊

躇

し

て

い

る

事

業

者

等

の

資

金

調

達

を

円

滑

化

す

る

た

め

、

事

業

の

将

来

性

に

基

づ

く

融

資

を

後

押

し

す

る

制

度

（

企

業

価

値

担

保

権

）

の

創

設

な

ど

を

盛

り

込

ん

だ

事

業

性

融

資

の

推

進

等

に

関

す

る

法

律

が

５

月

�

日

に

施

行

さ

れ

た

。

　

通

達

で

は

、

�

条

の

２

関

係

と

し

て

法

定

納

期

限

等

以

前

に

設

定

さ

れ

た

企

業

価

値

担

保

権

の

優

先

な

ど

が

新

設

さ

れ

て

い

る

。

　

な

お

、

事

業

性

融

資

の

推

進

等

に

関

す

る

法

律

に

よ

り

創

設

さ

れ

た

企

業

価

値

担

保

権

及

び

同

法

附

則

（

国

税

徴

収

法

の

一

部

改

正

）

に

新

設

さ

れ

た

国

税

徴

収

法

第

�

条

の

２

等

の

取

扱

い

に

つ

い

て

は

、

８

年

５

月

�

日

以

後

適

用

す

る

と

し

て

い

る

。

（４）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



　金融機関の窓口又はオンラインで決済を行った際の振込手数

料や入出金手数料（以下「手数料等」といいます。）について

仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として簡易インボ

イスと一定の事項が記載された帳簿の保存が必要となりますが

（消法�⑦）、以下のような方法によることもできます。

１　窓口で振込み等を行った場合

　金融機関における振込みや入出金が多頻度にわたるなどの事

情により、全ての手数料等に係る簡易インボイスの保存が困難

なときは、金融機関ごとに発行を受けた通帳や入出金明細等（個

々の課税資産の譲渡等（振込サービス・入出金サービス）に係

る取引年月日や対価の額が判明するものに限ります。）と、そ

の金融機関における任意の一取引（一の振込み又は入出金）に

係る簡易インボイスを併せて保存することで、仕入税額控除を

行うことができます。

　なお、金融機関のＡＴＭで振込み等を行った場合で手数料等

の金額が３万円未満である場合には、一定の事項が記載された

帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができます（自動販

売機等特例）（消令�①一ニ、消規�の４一）。

２　インターネットバンキングで振込み等を行った場合

　インターネットバンキングなど、オンラインで振込みを行っ

た際の手数料等について、電子データにより簡易インボイスが

提供される場合には、その電子データをダウンロードする必要

があります。ただし、同種の手数料等の支払いが繰り返し行わ

れているような場合において、その手数料等の簡易インボイス

に係る電子データが、インターネットバンキング上で随時確認

が可能な状態であるなど一定の要件を満たすのであれば、必ず

しもその簡易インボイスに係る電子データをダウンロードしな

くても、仕入税額控除の適用を受けることができます。

３　金融機関から各種手数料に係るお知らせが送付される場合

　金融機関から各種手数料に係るお知らせ（インボイス発行事

業者の氏名又は名称及び登録番号、適用税率、取引の内容が記

載されたものに限ります。）が送付される場合には、そのうち

の一のお知らせを保存することで、簡易インボイスの保存に代

えることができます。

４　少額特例が適用される場合

　基準期間における課税売上高が１億円以下であるなど一定規

模以下の事業者については、令和５年�月１日から令和�年９

月�日までの間に国内において行う課税仕入れについて、その

課税仕入れに係る支払対価の額が１万円未満である場合には、

一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の

適用を受けることができる経過措置（少額特例）も設けられて

いますので（�年改正法附則�の２、改正令附則�の２①）、

上記１～３のような対応は必要ありません。

　

我

が

国

の

租

税

制

度

の

根

幹

で

も

あ

る

所

得

税

の

税

収

の

大

半

は

、

源

泉

徴

収

制

度

に

よ

っ

て

徴

収

さ

れ

て

い

る

。

よ

っ

て

、

源

泉

徴

収

制

度

な

く

し

て

、

我

が

国

の

税

務

行

政

の

あ

り

方

を

論

じ

る

こ

と

が

で

き

な

い

こ

と

に

も

な

る

。

　

し

か

し

、

こ

の

源

泉

徴

収

制

度

は

、

国

税

の

徴

収

制

度

で

あ

り

な

が

ら

、

給

与

等

の

支

払

者

で

あ

る

源

泉

徴

収

義

務

者

の

尽

力

な

く

し

て

成

り

立

た

な

い

こ

と

に

な

っ

て

い

る

。

し

か

も

、

源

泉

徴

収

義

務

者

は

、

国

か

ら

何

ら

報

酬

を

与

え

ら

れ

る

こ

と

な

く

所

得

税

の

徴

収

・

納

付

が

義

務

付

け

ら

れ

て

お

り

、

そ

の

義

務

を

怠

る

と

、

延

滞

税

・

不

納

付

加

算

税

、

場

合

に

よ

っ

て

は

重

加

算

税

と

い

う

厳

し

い

行

政

制

裁

が

課

せ

ら

れ

る

こ

と

に

な

る

。

　

そ

れ

で

は

堪

ら

な

い

と

い

う

こ

と

で

、

か

つ

て

は

、

源

泉

徴

収

義

務

者

ら

が

、

源

泉

徴

収

義

務

制

度

は

憲

法

�

条

（

財

産

権

）

、

憲

法

�

条

（

平

等

原

則

）

等

に

反

す

る

旨

争

っ

た

こ

と

が

あ

る

。

こ

れ

に

対

し

、

最

高

裁

昭

和

�

年

２

月

�

日

大

法

廷

判

決

は

、

次

の

よ

う

に

判

示

し

て

、

同

制

度

が

合

憲

で

あ

る

こ

と

を

明

確

に

し

て

い

る

。

　

「

給

与

所

得

者

に

対

す

る

所

得

税

の

源

泉

徴

収

制

度

は

、

こ

れ

に

よ

つ

て

国

は

税

収

を

確

保

し

、

徴

税

手

続

を

簡

便

に

し

て

そ

の

費

用

と

労

力

と

を

節

約

し

得

る

の

み

な

ら

ず

、

担

税

者

の

側

に

お

い

て

も

申

告

、

納

付

等

に

関

す

る

煩

雑

な

事

務

か

ら

免

か

れ

る

こ

と

が

で

き

る

。

ま

た

徴

収

義

務

者

に

し

て

も

、

給

与

の

支

払

を

な

す

際

所

得

税

を

天

引

し

そ

の

翌

月

�

日

ま

で

に

こ

れ

を

国

に

納

付

す

れ

ば

よ

い

の

で

あ

る

か

ら

、

利

す

る

と

こ

ろ

全

く

な

し

と

は

い

え

な

い

。

さ

れ

ば

源

泉

徴

収

制

度

は

、

給

与

所

得

者

に

対

す

る

所

得

税

の

徴

収

方

法

と

し

て

能

率

的

で

あ

り

、

合

理

的

で

あ

つ

て

、

公

共

の

福

祉

の

要

請

に

こ

た

え

る

も

の

と

い

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

こ

れ

す

な

わ

ち

諸

国

に

お

い

て

こ

の

制

度

が

採

用

さ

れ

て

い

る

ゆ

え

ん

で

あ

る

。

か

よ

う

に

源

泉

徴

収

義

務

者

の

徴

税

義

務

は

憲

法

の

条

項

に

由

来

し

、

公

共

の

福

祉

に

よ

つ

て

要

請

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

か

ら

、

こ

の

制

度

は

所

論

の

よ

う

に

憲

法

�

条

１

項

に

反

す

る

も

の

で

は

な

く

、

ま

た

、

こ

の

制

度

の

た

め

に

、

徴

税

義

務

者

に

お

い

て

、

所

論

の

よ

う

な

負

担

を

負

う

も

の

で

あ

る

と

し

て

も

、

右

負

担

は

同

条

三

項

に

い

う

公

共

の

た

め

に

私

有

財

産

を

用

い

る

場

合

に

は

該

当

せ

ず

、

同

条

項

の

補

償

を

要

す

る

も

の

で

も

な

い

。

　

＜

中

略

＞

　

租

税

は

す

べ

て

最

も

能

率

的

合

理

的

な

方

法

に

よ

つ

て

徴

収

せ

ら

る

べ

き

も

の

で

あ

る

か

ら

、

同

じ

所

得

税

で

あ

つ

て

も

、

所

得

の

種

類

や

態

様

の

異

な

る

に

応

じ

て

そ

れ

ぞ

れ

に

ふ

さ

わ

し

い

よ

う

な

徴

税

の

方

法

、

納

付

の

時

期

等

が

別

様

に

定

め

ら

れ

る

こ

と

は

む

し

ろ

当

然

で

あ

つ

て

、

そ

れ

ら

が

一

律

で

な

い

こ

と

を

も

つ

て

憲

法

�

条

に

違

反

す

る

と

い

う

こ

と

は

で

き

な

い

。

次

に

論

旨

は

、

源

泉

徴

収

義

務

者

が

一

般

国

民

に

比

し

て

不

平

等

な

取

扱

を

受

け

る

こ

と

を

論

難

す

る

。

し

か

し

法

は

、

給

与

の

支

払

を

な

す

者

が

給

与

を

受

け

る

者

と

特

に

密

接

な

関

係

に

あ

つ

て

、

徴

税

上

特

別

の

便

宜

を

有

し

、

能

率

を

挙

げ

得

る

点

を

考

慮

し

て

、

こ

れ

を

徴

税

義

務

者

と

し

て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

の

義

務

が

、

憲

法

の

条

項

に

由

来

し

公

共

の

福

祉

の

要

請

に

か

な

う

も

の

で

あ

る

こ

と

は

、

す

で

に

論

旨

第

一

に

つ

い

て

上

述

し

た

と

お

り

で

あ

る

。

」

　

こ

の

よ

う

な

大

法

廷

判

決

は

、

「

大

法

廷

」

で

あ

る

が

故

に

、

現

行

の

源

泉

徴

収

義

務

制

度

の

合

理

性

に

つ

い

て

お

墨

付

き

を

与

え

た

も

の

で

あ

り

、

何

ら

問

題

が

な

い

よ

う

に

も

考

え

ら

れ

る

。

し

か

し

な

が

ら

、

こ

の

大

法

廷

判

決

は

、

前

述

の

よ

う

に

「

毎

月

定

時

に

支

給

さ

れ

る

給

与

」

に

係

る

源

泉

徴

収

義

務

を

前

提

に

し

て

い

る

の

で

あ

る

が

、

当

事

者

が

「

給

与

等

」

に

認

識

で

き

な

い

場

合

に

も

、

徴

収

義

務

と

そ

れ

を

怠

っ

た

場

合

の

行

政

制

裁

の

あ

り

方

に

は

疑

問

が

あ

る

。

　

例

え

ば

、

会

社

の

オ

ー

ナ

ー

が

、

会

社

の

売

上

げ

を

私

的

に

流

用

し

た

り

、

会

社

か

ら

は

オ

ー

ナ

ー

に

対

す

る

貸

付

金

と

い

う

形

で

資

金

を

引

き

出

し

、

私

的

に

流

用

す

る

こ

と

は

よ

く

見

受

け

ら

れ

る

こ

と

で

あ

る

が

、

そ

れ

ら

の

場

合

に

も

、

「

給

与

等

の

支

払

」

が

認

定

さ

れ

、

源

泉

徴

収

義

務

が

課

せ

ら

れ

、

場

合

に

よ

っ

て

は

、

重

加

算

税

が

課

せ

ら

れ

る

（

東

京

地

裁

令

和

７

年

８

月

６

日

判

決

等

）

こ

と

も

あ

る

。

こ

れ

ら

の

場

合

に

所

得

税

の

徴

収

義

務

を

強

制

す

る

こ

と

は

、

徴

税

の

合

理

性

に

は

か

な

う

こ

と

で

あ

ろ

う

が

、

前

掲

の

大

法

廷

判

決

の

想

定

外

で

あ

る

よ

う

に

も

考

え

ら

れ

る

。

そ

う

で

あ

れ

ば

、

せ

め

て

重

加

算

税

の

よ

う

な

行

政

制

裁

に

つ

い

て

は

配

慮

さ

れ

る

べ

き

で

あ

ろ

う

。

（５） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　

専

門

家

で

も

悩

む

こ

と

が

多

い

、

メ

ン

テ

ナ

ン

ス

費

用

や

修

繕

費

と

資

本

的

支

出

の

判

定

。

こ

の

よ

う

な

費

用

は

、

税

務

調

査

で

の

チ

ェ

ッ

ク

項

目

。

　

本

書

は

、

資

本

的

支

出

に

関

わ

る

修

繕

費

や

改

良

費

及

び

増

改

築

費

用

の

実

務

に

即

し

、

難

解

な

税

務

判

定

を

Ｑ

＆

Ａ

方

式

で

わ

か

り

や

す

く

解

説

。

裁

決

例

や

裁

判

例

を

取

り

入

れ

、

実

際

に

ど

の

よ

う

な

こ

と

が

問

題

と

さ

れ

、

ど

の

よ

う

な

判

断

が

下

さ

れ

た

の

か

を

示

す

。

　

取

り

扱

っ

た

範

囲

と

し

て

も

有

形

減

価

償

却

資

産

だ

け

で

な

く

、

土

地

や

ソ

フ

ト

ウ

エ

ア

に

つ

い

て

も

取

り

上

げ

て

い

る

。

　

事

例

に

お

い

て

は

、

「

資

本

的

支

出

と

所

得

計

算

」

「

貸

借

物

件

と

修

繕

費

、

資

本

的

支

出

」

「

土

地

と

資

本

的

支

出

」

「

建

物

の

維

持

管

理

費

と

資

本

的

支

出

」

「

機

械

及

び

工

具

器

具

備

品

と

メ

ン

テ

ナ

ン

ス

費

用

」

「

附

属

設

備

と

構

築

物

」

「

定

期

メ

ン

テ

ナ

ン

ス

費

用

」

「

増

改

築

等

と

税

制

特

例

」

「

パ

ソ

コ

ン

・

ソ

フ

ト

ウ

エ

ア

・

Ｌ

Ａ

Ｎ

」

な

ど

の

項

目

を

詳

説

。

　

前

版

（

令

和

４

年

５

月

刊

）

以

降

の

改

正

に

対

応

し

、

令

和

８

年

度

税

制

改

正

に

よ

る

リ

フ

ォ

ー

ム

税

制

の

改

正

も

大

き

く

取

り

込

ん

だ

５

訂

版

。

　

Ａ

５

判

、

２

８

５

ペ

ー

ジ

。

定

価

２

４

２

０

円

（

税

込

み

）

。

申

し

込

み

は

、

（

一

財

）

大

蔵

財

務

協

会

販

売

局

（

℡

�

―

３

８

２

９

―

４

１

４

１

、

�

�

―

３

８

２

９

―

４

０

０

１

）

。

　

請

求

人

が

相

続

に

よ

り

取

得

し

た

建

物

は

、

約

２

年

間

空

き

家

で

、

請

求

人

が

不

動

産

会

社

に

賃

貸

の

相

談

し

た

の

は

相

続

開

始

か

ら

�

カ

月

後

で

あ

る

な

ど

と

し

て

、

当

該

建

物

の

敷

地

の

用

に

供

さ

れ

て

い

る

土

地

は

「

貸

付

事

業

用

宅

地

等

」

に

該

当

せ

ず

、

小

規

模

宅

地

等

の

特

例

は

適

用

で

き

な

い

と

し

た

事

例

。

　

審

査

請

求

人

が

、

相

続

に

よ

り

取

得

し

た

建

物

及

び

土

地

に

つ

い

て

、

財

産

評

価

基

本

通

達

に

定

め

る

「

貸

家

」

及

び

「

貸

家

建

付

地

」

と

評

価

し

、

さ

ら

に

当

該

土

地

に

つ

い

て

、

小

規

模

宅

地

等

に

つ

い

て

の

相

続

税

の

課

税

価

格

の

計

算

の

特

例

（

本

件

特

例

）

を

適

用

し

て

相

続

税

の

申

告

を

し

た

と

こ

ろ

、

原

処

分

庁

が

、

当

該

建

物

及

び

土

地

は

「

貸

家

」

及

び

「

貸

家

建

付

地

」

に

該

当

せ

ず

、

ま

た

、

当

該

土

地

に

本

件

特

例

を

適

用

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

て

相

続

税

の

更

正

処

分

等

を

し

た

。

そ

れ

に

対

し

、

請

求

人

が

原

処

分

の

全

部

の

取

消

し

を

求

め

た

事

案

で

、

国

税

不

服

審

判

所

は

、

当

該

建

物

及

び

土

地

は

「

貸

家

」

及

び

「

貸

家

建

付

地

」

と

し

て

評

価

す

べ

き

で

は

な

く

、

当

該

土

地

は

、

租

税

特

別

措

置

法

第

�

条

の

４

《

小

規

模

宅

地

等

に

つ

い

て

の

相

続

税

の

課

税

価

格

の

計

算

の

特

例

》

第

３

項

第

４

号

に

規

定

す

る

「

貸

付

事

業

用

宅

地

等

」

に

該

当

し

な

い

と

し

て

、

処

分

は

適

法

で

あ

る

と

し

た

（

令

和

７

年

５

月

�

日

付

、

非

公

開

裁

決

）

。

基

礎

事

実

等

　

本

件

被

相

続

人

の

死

亡

に

よ

り

本

件

相

続

が

開

始

し

た

（

本

件

相

続

の

開

始

日

を

本

件

相

続

開

始

日

）

。

本

件

相

続

に

係

る

共

同

相

続

人

は

、

請

求

人

ほ

か

２

名

で

あ

っ

た

。

　

請

求

人

は

、

本

件

相

続

に

よ

り

、

本

件

土

地

及

び

本

件

土

地

の

上

に

存

す

る

本

件

建

物

（

本

件

土

地

と

併

せ

て

本

件

不

動

産

）

を

取

得

し

た

。

　

本

件

建

物

は

、

平

成

３

年

に

新

築

さ

れ

た

木

造

瓦

葺

２

階

建

て

の

戸

建

住

宅

で

あ

る

。

　

本

件

建

物

は

、

少

な

く

と

も

令

和

２

年

１

月

以

降

、

本

件

被

相

続

人

の

長

男

（

請

求

人

の

弟

）

に

対

し

賃

貸

さ

れ

て

い

た

が

、

当

該

賃

貸

に

係

る

賃

貸

借

契

約

（

本

件

賃

貸

借

契

約

）

は

同

年

７

月

に

解

除

さ

れ

本

件

被

相

続

人

に

明

け

渡

さ

れ

た

。

　

本

件

建

物

は

、

当

該

明

渡

し

以

降

、

空

き

家

と

な

っ

て

お

り

、

本

件

相

続

開

始

日

に

お

い

て

、

賃

貸

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

。

　

請

求

人

は

、

令

和

４

年

７

月

�

日

、

○

○

○

○

と

の

間

で

本

件

不

動

産

を

売

却

す

る

旨

の

不

動

産

売

買

契

約

（

本

件

売

買

契

約

）

を

締

結

し

た

。

　

な

お

、

本

件

建

物

は

、

本

件

相

続

開

始

日

以

後

、

本

件

売

買

契

約

の

締

結

ま

で

引

き

続

き

空

き

家

の

ま

ま

で

あ

っ

た

。

　

請

求

人

は

、

本

件

相

続

に

係

る

相

続

税

に

つ

い

て

、

法

定

申

告

期

限

ま

で

に

申

告

し

た

。

　

請

求

人

は

当

該

申

告

に

お

い

て

、

本

件

不

動

産

に

つ

い

て

、

財

産

評

価

基

本

通

達

�

《

貸

家

の

評

価

》

及

び

�

《

貸

家

建

付

地

の

評

価

》

に

定

め

る

「

貸

家

」

及

び

「

貸

家

建

付

地

」

と

し

て

評

価

し

た

上

で

、

本

件

土

地

は

、

措

置

法

第

�

条

の

４

第

３

項

第

４

号

に

規

定

す

る

「

貸

付

事

業

用

宅

地

等

」

に

該

当

す

る

と

し

て

、

本

件

特

例

を

適

用

し

た

。

　

原

処

分

庁

は

、

こ

れ

に

対

し

、

本

件

不

動

産

は

「

貸

家

」

及

び

「

貸

家

建

付

地

」

に

は

該

当

せ

ず

、

ま

た

、

本

件

土

地

は

「

貸

付

事

業

用

宅

地

等

」

に

該

当

し

な

い

た

め

本

件

特

例

を

適

用

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

と

し

て

、

令

和

６

年

４

月

�

日

付

で

、

本

件

相

続

税

の

更

正

処

分

（

本

件

更

正

処

分

）

及

び

過

少

申

告

加

算

税

の

賦

課

決

定

（

本

件

賦

課

決

定

処

分

）

を

し

た

。

　

請

求

人

は

、

本

件

更

正

処

分

及

び

本

件

賦

課

決

定

処

分

を

不

服

と

し

て

、

令

和

６

年

６

月

�

日

に

審

査

請

求

を

し

た

。

　

争

点

は

、

①

本

件

不

動

産

は

、

「

貸

家

」

及

び

「

貸

家

建

付

地

」

と

し

て

評

価

す

べ

き

か

否

か

、

②

本

件

土

地

は

、

措

置

法

第

�

条

の

４

第

３

項

第

４

号

に

規

定

す

る

「

貸

付

事

業

用

宅

地

等

」

に

該

当

す

る

か

否

か

。

請

求

人

の

主

張

　

①

本

件

建

物

の

賃

貸

借

契

約

の

解

除

後

も

新

た

な

賃

借

人

を

探

す

意

思

が

あ

り

、

い

つ

で

も

稼

働

し

得

る

よ

う

メ

ン

テ

ナ

ン

ス

等

を

行

っ

て

い

た

の

で

あ

る

か

ら

、

本

件

不

動

産

は

、

「

貸

家

」

及

び

「

貸

家

建

付

地

」

と

し

て

評

価

す

べ

き

で

あ

る

。

　

②

本

件

特

例

の

適

用

に

つ

い

て

、

本

件

建

物

の

敷

地

の

用

に

供

さ

れ

て

い

る

本

件

土

地

は

、

相

続

開

始

の

時

に

一

時

的

に

本

件

建

物

に

賃

借

人

が

い

な

か

っ

た

に

す

ぎ

ず

、

「

事

業

承

継

要

件

」

及

び

「

保

有

継

続

要

件

」

を

満

た

し

て

い

る

の

で

あ

る

か

ら

、

「

貸

付

事

業

用

宅

地

等

」

に

該

当

す

る

。

審

判

所

の

判

断

　

①

本

件

建

物

は

、

相

続

開

始

日

に

お

い

て

現

に

賃

貸

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

こ

と

か

ら

、

財

産

評

価

基

本

通

達

に

い

う

「

貸

家

」

に

該

当

せ

ず

、

ま

た

、

本

件

土

地

は

、

本

件

建

物

の

敷

地

の

用

に

供

さ

れ

て

は

い

る

が

、

本

件

建

物

が

貸

家

に

該

当

し

な

い

こ

と

か

ら

、

「

貸

家

建

付

地

」

に

該

当

し

な

い

。

　

②

本

件

建

物

は

、

賃

貸

借

契

約

が

終

了

し

た

後

、

約

２

年

間

に

わ

た

っ

て

空

き

家

の

状

態

が

続

い

て

い

た

こ

と

、

被

相

続

人

は

、

本

件

建

物

が

空

き

家

と

な

っ

て

か

ら

相

続

が

開

始

す

る

ま

で

の

間

、

不

動

産

会

社

に

新

た

な

賃

借

人

の

募

集

に

つ

い

て

相

談

を

し

て

お

ら

ず

、

請

求

人

が

初

め

て

本

件

建

物

の

賃

貸

に

つ

い

て

不

動

産

会

社

に

相

談

を

し

た

の

は

、

相

続

開

始

か

ら

�

カ

月

後

で

あ

る

こ

と

、

請

求

人

は

、

本

件

建

物

を

新

た

に

賃

貸

し

な

い

ま

ま

売

買

契

約

を

締

結

し

て

い

る

こ

と

か

ら

す

る

と

、

本

件

建

物

は

、

一

時

的

に

賃

貸

さ

れ

て

い

な

か

っ

た

も

の

と

は

認

め

ら

れ

な

い

か

ら

、

相

続

開

始

の

時

に

お

い

て

、

本

件

土

地

は

被

相

続

人

の

貸

付

事

業

の

用

に

供

さ

れ

て

い

た

と

は

認

め

ら

れ

ず

、

ま

た

、

請

求

人

が

相

続

開

始

の

時

か

ら

相

続

税

の

申

告

期

限

ま

で

の

間

に

本

件

土

地

に

係

る

被

相

続

人

の

貸

付

事

業

を

引

き

継

ぎ

、

本

件

土

地

を

貸

付

事

業

の

用

に

供

し

て

い

た

と

も

認

め

ら

れ

な

い

か

ら

、

本

件

土

地

は

、

措

置

法

第

�

条

の

４

第

３

項

第

４

号

に

規

定

す

る

「

貸

付

事

業

用

宅

地

等

」

に

該

当

し

な

い

。

（６）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日 　



「

得

意

先

と

飲

ん

だ

時

の

お

店

の

領

収

証

は

、

取

っ

て

あ

り

ま

す

か

？

」

　

杉

江

は

、

雑

収

入

を

除

外

し

た

と

認

め

た

社

長

に

対

し

、

事

実

関

係

を

詰

め

た

。

「

い

い

え

。

跡

が

残

ら

ぬ

よ

う

、

す

べ

て

捨

て

ま

し

た

わ

。

だ

か

ら

何

も

あ

り

ま

せ

ん

」

「

本

当

で

す

か

？

　

で

は

、

念

の

た

め

も

う

一

度

、

事

務

室

を

確

認

さ

せ

て

く

だ

さ

い

」

「

先

ほ

ど

、

ご

覧

に

な

っ

た

で

し

ょ

。

何

も

あ

り

ま

せ

ん

よ

」

社

長

は

オ

リ

コ

ン

を

見

た

。

　

杉

江

は

思

う

―

―

。

　

事

務

室

で

ガ

サ

掛

け

を

し

、

そ

の

場

で

１

つ

ぶ

つ

１

つ

物

の

中

身

も

吟

味

す

べ

き

だ

っ

た

か

。

　

た

だ

そ

う

す

れ

ば

、

先

生

と

呼

ば

れ

て

い

る

社

長

の

メ

ン

ツ

を

潰

す

こ

と

に

な

る

。

そ

あ

だ

う

社

長

に

配

慮

し

た

こ

と

が

、

逆

に

、

仇

と

な

っ

て

し

ま

っ

た

の

か

…

…

。

「

じ

ゃ

あ

、

飲

食

を

し

た

と

い

う

お

店

の

名

前

や

場

所

を

教

え

て

く

だ

さ

い

」

「

反

面

調

査

で

す

か

？

」

「

よ

く

ご

存

じ

で

」

「

店

に

行

か

れ

て

も

、

確

た

る

収

穫

は

な

い

と

思

い

ま

す

わ

。

そ

れ

に

、

毎

回

、

相

手

の

好

み

や

要

望

に

よ

っ

て

店

も

違

い

ま

し

た

か

ら

な

。

ご

迷

惑

を

か

け

た

う

え

に

、

こ

れ

以

上

調

査

官

に

い

ら

ぬ

お

手

間

を

お

か

け

す

る

の

は

、

私

と

し

て

は

、

な

ん

と

も

心

苦

し

い

限

り

で

す

わ

」

「

こ

れ

が

仕

事

で

す

か

ら

」

「

そ

う

で

す

か

…

…

、

た

だ

―

―

」

社

長

は

杉

江

の

顔

を

ま

じ

ま

じ

と

見

な

が

ら

、

「

反

面

調

査

を

さ

れ

た

と

し

て

、

何

か

が

変

わ

る

ん

で

す

か

な

？

　

雑

収

入

除

外

の

事

実

が

無

く

な

っ

た

り

、

使

っ

た

金

が

、

交

際

費

な

ど

の

経

費

と

し

て

認

め

ら

れ

た

り

と

か

」

「

…

…

」

「

―

―

で

あ

れ

ば

、

結

果

は

、

同

じ

で

し

ょ

う

。

な

ら

ば

、

ご

容

赦

願

い

ま

す

わ

」

も

う

し

の

べ

「

で

は

、

そ

の

お

気

持

ち

も

含

め

て

、

申

述

し

ょ書

を

書

い

て

く

だ

さ

い

」

「

申

述

書

？

」

「

え

え

、

私

ど

も

の

税

務

署

長

に

対

し

て

、

社

長

さ

ん

が

雑

収

入

を

除

外

し

た

事

実

を

。

　

具

体

的

に

、

そ

の

金

額

が

毎

期

い

く

ら

で

、

そ

の

金

額

を

、

い

ま

私

に

説

明

さ

れ

た

よ

う

に

、

何

に

使

っ

た

の

か

―

―

。

　

そ

し

て

ま

た

、

事

実

関

係

に

つ

い

て

は

、

言

え

な

い

、

な

ぜ

言

え

な

い

の

か

を

、

書

い

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

て

、

署

名

・

捺

印

し

て

も

ら

え

ま

す

か

」

　

社

長

は

、

ス

ッ

と

頷

き

、

「

紙

は

、

何

で

も

よ

ろ

し

い

か

な

？

」

　

と

、

杉

江

に

問

う

と

、

コ

ピ

ー

用

紙

に

下

書

き

も

な

く

、

さ

ら

さ

ら

と

書

き

綴

っ

た

。

あ

ぜ

ん

　

杉

江

は

内

心

、

唖

然

と

し

て

い

た

。

　

ま

る

で

社

長

は

、

あ

ら

か

じ

め

す

べ

て

を

想

定

し

、

申

述

書

を

書

く

こ

と

ま

で

覚

悟

し

て

い

た

か

の

よ

う

で

あ

っ

た

か

ら

だ

。

　

杉

江

が

各

期

集

計

し

た

金

額

を

、

社

長

は

写

し

終

え

る

と

、

み

ず

か

ら

最

後

に

、

　

今

後

、

こ

の

よ

う

な

こ

と

は

決

し

て

致

し

ま

せ

ん

こ

と

を

、

お

約

束

申

し

上

げ

ま

す

。

誠

に

申

し

訳

ご

ざ

い

ま

せ

ん

で

し

た

。

と

記

し

、

年

月

日

を

入

れ

る

と

、

　

三

平

運

輸

有

限

会

社

　

　

代

表

取

締

役

社

長

ひ

が

ぜ

ん

ぞ

う

　

比

嘉

　

善

蔵

と

書

き

、

押

印

し

た

の

だ

っ

た

。

　

杉

江

は

、

社

長

、

そ

の

人

の

名

を

、

初

め

て

認

識

し

た

気

が

し

た

。

◇

　

　

　

◇

　

　

　

◇

　

そ

の

後

の

調

査

で

は

、

現

物

確

認

調

査

に

よ

っ

て

把

握

し

た

、

う

ぐ

い

す

信

金

ツ

バ

メ

支

店

に

反

面

調

査

が

実

施

さ

れ

た

。

　

金

融

機

関

に

対

す

る

反

面

調

査

に

不

慣

れ

な

杉

江

は

、

先

輩

の

上

席

国

税

調

査

官

と

と

も

に

信

金

に

赴

き

、

手

始

め

に

、

口

座

の

名

寄

せ

を

依

頼

し

、

公

表

簿

外

と

さ

れ

て

い

た

口

座

以

外

に

、

法

人

や

社

長

名

義

に

よ

り

口

座

が

な

い

か

を

確

認

し

た

。

　

他

に

、

雑

収

入

除

外

に

用

い

ら

れ

た

口

座

預

金

か

ら

は

、

比

嘉

社

長

が

Ａ

Ｔ

Ｍ

で

現

金

を

引

き

出

し

て

い

た

こ

と

か

ら

、

引

出

日

に

、

他

行

等

へ

の

送

金

や

、

仮

名

や

借

名

口

座

な

ど

を

利

用

し

別

途

、

資

産

化

が

は

か

ら

れ

て

い

な

い

か

を

、

信

金

の

同

日

の

入

出

金

伝

票

に

よ

り

確

認

し

た

。

し

か

し

、

そ

れ

ら

の

事

実

は

把

握

さ

れ

な

か

っ

た

。

　

ま

た

、

雑

収

入

除

外

の

対

象

と

な

っ

た

自

販

機

会

社

や

商

品

の

仕

入

先

へ

反

面

調

査

を

行

い

、

現

金

の

入

出

金

の

事

実

関

係

を

確

認

し

て

い

っ

た

。

だ

が

、

会

社

で

の

現

物

確

認

調

査

で

把

握

し

た

社

長

記

帳

の

出

納

簿

の

ほ

か

に

、

本

人

名

義

や

借

名

口

座

に

よ

る

他

の

脱

税

や

、

資

産

形

成

な

ど

に

つ

な

が

る

事

実

は

、

確

認

さ

れ

な

か

っ

た

の

で

あ

っ

た

。

　今回は、受託者の要件について述べる。

　○受託者が公益信託事務を適正に処理するのに必要

な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること

（公益信託に関する法律（以下「法」という）８二）

【経理的基礎】（ＧＬ第３章第１節第２－１）

　経理的基礎の具体的内容は⑴信託財産及び固有財産

の確保、⑵適正な分別管理及び経理の仕組み、⑶情報の

適正開示の仕組みとされている（公益信託規則４①）。

　⑴信託財産及び固有財産の確保

　安定的かつ継続的に信託事務を行うため、適切な信

託財産が確保されている必要がある。信託財産以外の

資金を前提とする場合は、審査において対価収入の積

算根拠、寄附金の見込み、借入計画等の情報が求めら

れる。

　⑵適正な分別管理及び経理の仕組み

　受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他

の信託財産に属する財産とを分別管理しなければなら

ず、信託財産の種類や規模、安定資産以外で積極運用

を行うかなどに応じて、専門性や人材・組織の確保等

が必要になる。また、不適正な経理処理を行わないた

め、重要な財産処分等は信託管理人や合議制機関の同

意を必要とするなどの整備が必要。

　⑶情報の適正開示の仕組み

　公益信託の収支予算書・計算書類等については、信

託管理人の承認を得なければならない（公益信託規則

�）。

　計算書類等の作成に当たり経理の専門家の関与が必

要。具体的には、公認会計士や税理士等が確実に関与す

る仕組み（受託者に所属など）が求められる。なお、信

託管理人が税理士もしくは公認会計士又は法人の場合

は、受託者に経理事務経験者が確実に関与する仕組み

の確保で良く、費用又は収益額が１億円未満の場合は、

経理事務経験者が確実に関与する仕組みの確保で良い。

【技術的能力】（ＧＬ第３章第１節第２－２）

　受託者に必要な「技術的能力」については⑴適正な

運営の仕組み、⑵専門家の関与、⑶任務の安定性・継

続性が求められている（公益信託規則４②）。

　⑴適正な運営の仕組み

　受託者が信託会社や上場会社、公益法人や社会福祉

法人、認定ＮＰＯ法人、学校法人などの場合は、原則

適正な運営を確保する仕組みがあるとされる。

（７） 税　の　し　る　べ 令和８年（２０２６年） 月 日　



　資産税ではちょっとした前提条件（基礎事実）が異

なるだけで、結論が正反対になることも珍しくありま

せん。例えば、次の事例はどのように取り扱えばよい

のでしょうか。

【事例】建物取壊費用見積額の債務控除の可否

　借地人に係る借地期間中における債務不履行（地代

不払い）により、借地上の家屋の取り壊しを伴う立退

きが判決により確定していた場合において、当該家屋

の取り壊しに着手する前に相続開始があったときの合

理的な取壊費用の見積額を債務計上できますか。

　上記のような相続税・贈与税の申告実務における微

妙な法令解釈力が必要とされる何例かの事例を確認し

ます。

大　阪　【日時】

��年６月�日（金）�：�～�：�

※受付開始９：�、研修時間：６時間

【会場】

國民会館 �階（大阪市中央区大手前２－１

－２）

地下鉄「天満橋」駅／３番出口（大阪城方面

出口）／徒歩約３分

京阪電車「天満橋」駅／東出口／徒歩約６分

名古屋　【日時】

��年６月�日（水）�：�～�：�

※受付開始９：�、研修時間：６時間

【会場】

ＩＭＹビル（名古屋市東区葵３－７－�）

地下鉄東山線「千種」駅／１番出口／徒歩約

１分

地下鉄桜通線「車道」駅／３番出口／徒歩約

１分

講　師　税理士・笹岡宏保（ささおか・ひろやす）氏

昭和�年兵庫県神戸市出身。平成３年笹岡会

計事務所設立。現在、多くのクライアントの

税務申告代理を行っている一方、各税理士会

の「統一研修会」等の資産税の講師として活

躍している。

受講料　１名につき２０，０００円（税込・レジュメ代を含

む）

　　　　※「税のしるべ」購読者の方は、割引価格

　　　　１６，０００円（税込）となります。

テキスト　レジュメ。当日会場で配布いたしま

す。

申込方法　大蔵財務協会ウェブサイトの申込フ

ォームよりお申込みください。

　

訂

正

　

６

月

１

日

号

８

面

の

淡

路

納

税

協

会

の

記

事

で

、

見

出

し

に

栗

田

酒

税

課

長

と

あ

る

の

は

、

粟

田

酒

税

課

長

の

誤

り

で

し

た

。

お

詫

び

し

て

訂

正

し

ま

す

。

　

富

山

青

色

申

告

会

（

田

畑

彰

会

長

）

は

５

月

�

日

、

富

山

市

内

で

第

�

回

定

例

総

会

を

開

催

し

た

。

役

員

や

会

員

、

来

賓

と

し

て

富

山

税

務

署

の

鈴

木

高

之

署

長

ら

幹

部

が

出

席

し

た

＝

写

真

。

　

令

和

８

年

度

事

業

計

画

の

重

点

項

目

と

し

て

、

税

制

改

正

に

関

す

る

説

明

会

等

の

実

施

、

マ

イ

ナ

ン

バ

ー

カ

ー

ド

を

利

用

し

た

申

告

・

手

続

き

の

促

進

と

ｅ

―

Ｔ

ａ

ｘ

で

の

１

０

０

％

申

告

の

継

続

、

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

の

更

な

る

推

進

な

ど

を

承

認

し

た

。

　

ま

た

、

総

会

に

先

立

ち

永

年

勤

続

役

員

�

人

に

感

謝

状

が

贈

ら

れ

た

。

【

永

年

勤

続

役

員

】

敬

称

略

（

順

不

同

）

。

吉

田

啓

一

、

橋

本

公

三

子

、

和

田

和

美

、

岩

谷

勝

弘

、

村

井

睦

美

、

山

口

英

隆

、

川

西

亮

、

柳

原

友

美

、

林

照

男

、

古

田

智

典

、

高

橋

豊

明

、

杉

本

光

廣

、

三

井

清

春

、

矢

島

直

人

、

寺

嶋

博

。

　

富

山

県

青

色

申

告

会

連

合

会

（

田

畑

彰

会

長

）

は

５

月

�

日

、

富

山

市

内

で

第

�

回

定

例

総

会

を

開

催

し

た

。

役

員

や

会

員

、

来

賓

と

し

て

金

沢

国

税

局

の

霜

崎

良

人

課

税

部

長

ら

幹

部

が

出

席

し

た

。

　

事

業

活

動

方

針

と

し

て

、

各

地

区

会

と

連

携

し

て

研

修

会

等

を

実

施

し

、

事

業

者

の

税

知

識

向

上

に

寄

与

し

、

事

業

者

の

申

告

納

税

環

境

変

化

に

応

じ

た

相

談

・

指

導

活

動

に

取

り

組

む

こ

と

、

北

陸

ブ

ロ

ッ

ク

大

会

が

富

山

県

で

開

催

さ

れ

る

た

め

、

開

催

県

と

し

て

各

地

区

会

と

協

力

し

て

取

り

組

む

こ

と

を

確

認

し

た

。

　

ま

た

、

総

会

に

先

立

ち

会

勢

拡

大

に

尽

力

し

た

高

岡

青

色

申

告

会

に

功

労

賞

が

贈

ら

れ

た

＝

写

真

。

　

一

般

社

団

法

人

福

岡

中

央

青

色

申

告

会

（

堀

川

正

志

会

長

）

は

５

月

�

日

、

福

岡

市

で

「

第

８

回

（

令

和

８

年

度

）

定

時

総

会

」

を

開

催

し

た

。

役

員

や

会

員

、

来

賓

と

し

て

博

多

税

務

署

の

東

谷

光

則

署

長

ら

幹

部

が

出

席

し

た

。

　

堀

川

会

長

の

あ

い

さ

つ

に

続

き

、

令

和

８

年

度

事

業

計

画

案

を

承

認

。

そ

の

最

重

点

事

業

で

は

▽

令

和

９

年

か

ら

適

用

が

始

ま

る

青

色

申

告

特

別

控

除

�

万

円

を

見

据

え

、

優

良

な

電

子

帳

簿

保

存

に

対

応

し

た

会

計

ソ

フ

ト

「

ブ

ル

ー

リ

タ

ー

ン

Ａ

」

の

活

用

を

強

く

推

進

し

、

会

員

の

節

税

効

果

を

最

大

化

す

る

▽

税

務

行

政

の

Ｄ

Ｘ

（

デ

ジ

タ

ル

変

革

）

が

進

み

利

便

性

が

向

上

し

た

ス

マ

ホ

申

告

や

キ

ャ

ッ

シ

ュ

レ

ス

納

付

を

周

知

す

る

こ

と

で

、

会

員

事

業

所

の

従

業

員

が

行

う

確

定

申

告

等

を

支

援

す

る

こ

と

な

ど

を

盛

り

込

ん

で

い

る

。

ま

た

、

役

員

改

選

も

あ

り

、

堀

川

会

長

が

再

任

さ

れ

た

。

　

こ

の

後

、

会

員

増

強

運

動

表

彰

＝

写

真

＝

も

行

わ

れ

、

総

会

後

に

は

、

東

谷

署

長

が

「

税

と

お

酒

の

は

な

し

」

と

題

し

基

調

講

演

を

行

っ

た

。

　

公

益

社

団

法

人

名

古

屋

中

法

人

会

（

杉

浦

正

樹

会

長

）

は

５

月

�

日

、

名

古

屋

東

急

ホ

テ

ル

で

第

�

回

通

常

総

会

を

行

っ

た

＝

写

真

。

　

当

日

は

、

来

賓

と

し

て

名

古

屋

中

税

務

署

の

新

實

亮

署

長

、

馬

渕

大

樹

副

署

長

、

名

古

屋

税

理

士

会

名

古

屋

中

支

部

の

形

部

恒

支

部

長

ら

が

出

席

し

た

。

　

議

事

で

は

、

令

和

７

年

度

収

支

決

算

が

可

決

承

認

さ

れ

た

ほ

か

、

決

算

期

別

研

修

会

や

税

務

研

修

会

の

開

催

な

ど

税

知

識

の

普

及

を

目

的

と

す

る

事

業

、

税

の

啓

発

活

動

で

あ

る

「

税

に

関

す

る

絵

は

が

き

コ

ン

ク

ー

ル

」

な

ど

納

税

意

識

の

高

揚

を

目

的

と

す

る

事

業

、

税

務

及

び

税

制

に

関

す

る

調

査

並

び

に

提

言

に

関

す

る

事

業

、

地

域

企

業

の

健

全

な

発

展

に

資

す

る

事

業

の

実

施

な

ど

を

盛

り

込

ん

だ

８

年

度

事

業

計

画

と

収

支

予

算

な

ど

の

報

告

が

な

さ

れ

た

。

　

総

会

後

は

記

念

講

演

会

を

行

い

、

前

ア

ッ

プ

ル

ジ

ャ

パ

ン

広

報

部

長

の

竹

林

賢

氏

が

「

巨

大

Ｉ

Ｔ

で

学

ん

だ

ベ

ン

チ

ャ

ー

魂

と

感

謝

の

心

」

を

テ

ー

マ

に

講

演

し

た

。

（８）税　の　し　る　べ令和８年（２０２６年） 月 日

年ぎめ本体価格７，６３６円（税込価格８，４００円）

月ぎめ本体価格　６３６円（税込価格　７００円）
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